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アルコール飲料の提供 

No 現行版 10/20改定 改定ポイント 

 プロトコル 7 ： 制限付きの試合開催 

XXV. 制限の考え方（2020 年 9 月 24 日改定） 

段階的な緩和のための手続き 

1. 各ステップで試合を実施し、安全（ガイドラインを遵守できるこ

と）を確認したのち、次のステップに進む 

• 入場可能数 2 万人以下のスタジアムの場合、9/30 以降、ス

テップ 2-1 又は 2-2 で試合開催できる(a) 

2. ステップアップを希望するクラブは試合終了後、Ｊリーグに感染対

策リポートを提出する 

• 試合翌日の 14 時を提出期限とする。専用フォームを使用す

る 

• 上記(a)の場合、直前試合のリポートを提出する（翌日 14

時を過ぎてもよい） 

3. 10/30 以降のホーム試合には、必ずビジター席を設ける。ビジタ

ー席数は、発売チケット数の 3%を下限とする 

4. 試合日 2 週間前からのチケット発売を可とする 

• 原則として 10/17 試合からとする 

• 現在の土日の発売開始時刻を遵守する 

5. アルコール販売可否、応援スタイル見直し等は、今後検討する 

プロトコル 7 ： 制限付きの試合開催 

XXV. 制限の考え方（2020 年 10 月 20 日改定） 

段階的な緩和のための手続き 

1. 各ステップで試合を実施し、安全（ガイドラインを遵守できること）を確

認したのち、次のステップに進む 

• 入場可能数 2 万人以下のスタジアムの場合、9/30 以降、ステップ

2-1 又は 2-2 で試合開催できる(a) 

2. ステップアップを希望するクラブは試合終了後、Ｊリーグに感染対策リポー

トを提出する 

• 試合翌日の 14 時を提出期限とする。専用フォームを使用する 

• 上記(a)の場合、直前試合のリポートを提出する（翌日 14 時を過ぎ

てもよい） 

3. 10/30 以降のホーム試合には、必ずビジター席を設ける。ビジター席数

は、発売チケット数の 3%を下限とする 

4. 試合日 2 週間前からのチケット発売を可とする 

• 原則として 10/17 試合からとする 

• 現在の土日の発売開始時刻を遵守する 

5. 10/30 以降、アルコール販売は容認される。提供有無や提供方法は主

管クラブが判断する。提供の際は、応援マナーの遵守の呼びかけを強化

する。 

⚫ アルコール提供につい

て、禁止事項から除外 

 XXVIII. 会場運営 

厳戒態勢（緩和された制限） 

10. 場内／場外売店／チケット販売所 

(1) 飲食・グッズの販売・当日券販売は容認される。アルコール販

XXVIII. 会場運営 

厳戒態勢（緩和された制限） 

10. 場内／場外売店／チケット販売所 

(1) 飲食・グッズの販売・当日券販売は容認される。10/30 以降、アルコ

⚫ アルコール提供につい

て、禁止事項から除外 



臨時実行委員会後メディアブリーフィング 

Ｊリーグ新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン 改定内容一覧【2020 年 10月 20日時点】 

公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

2 

 

  

売は別途協議のうえ決定する。 

 

 

(2) チケット販売所の設置は容認される 

(3) 販売員は、マスク・手袋を着用する 

ール販売は容認される。 

• 提供有無や提供方法は主管クラブが判断する。 

• 提供の際は、応援マナーの遵守の呼びかけを強化する。 

(2) チケット販売所の設置は容認される 

(3) 販売員は、マスク・手袋を着用する 

 XXX. 来賓対応 

厳戒態勢（緩和された制限） 

3. ケータリング 

(1) ビュフェ式の食事提供は行わない。食事を提供する場合は、ラ

ンチボックス形式とする 

(2) ドリンク提供はサーブするスタッフを配置する、もしくは、ペットボト

ルで提供する（アルコールの提供は別途協議のうえ決定す

る）。 

XXX. 来賓対応 

厳戒態勢（緩和された制限） 

3. ケータリング 

(1) ビュフェ式の食事提供は行わない。食事を提供する場合は、ランチボッ

クス形式とする 

(2) ドリンク提供はサーブするスタッフを配置する、もしくは、ペットボトルで提

供する（10/30 よりアルコールの提供も容認される）。 

⚫ 来賓対応上も 10/30

以降のアルコール提供

を容認 
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シーズン前のキャンプに備えた追記 

 

チームの温浴・サウナの使用に関する項目 

No 現行版 10/20改定 改定ポイント 

 1  プロトコル 5 ： チームの移動、宿泊 

77. 部屋割り 

(1) 原則、一人一部屋とし、部屋間の往来を禁止します 

 

 

 

 

 

(2) 部屋の換気を良くしてください。室内の湿度として 50～

60%が推奨されます 

プロトコル 5 ： チームの移動、宿泊 

77. 部屋割り 

(1) 原則、一人一部屋とし、部屋間の往来を禁止します。但し、下記を

満足する場合、二人部屋が許容されます 

• キャンプ前に PCR 検査を受検し、その後も隔週ペースで検査する

（リーグは公式検査の提供を検討する） 

• 宿泊施設をフロア単位で貸し切るなど、一般客との動線を分離で

きる 

• 十分な広さのツインルームであること 

(2) 部屋の換気を良くしてください。室内の湿度として 50～60%が推奨さ

れます 

⚫ 依然 1~2 月の感染状況が不

透明のなか、シーズン前のキャ

ンプに備え、部屋割りの留意点

を追記 

No 現行版 10/20改定 改定ポイント 

 2  プロトコル 4：サッカーのトレーニング 

XV. トレーニング時の留意点 

 1. 練習場のシャワー 

(1) フェーズ 2 では、練習場のシャワーは使用しない 

(2) フェーズ 3 以降、感染防止に留意しながら使用する 

• 一つずつ間隔を空けて使用することを原則とする。人数が多

いときは時間をずらして使用することで、人と人の間隔（でき

るだけ 2m、最低 1m）を確保する 

(3) アイスバスは対面とならないよう、一人ずつもしくは少人数で使

用する。社会的な距離（できるだけ 2m、最低 1m）を保

プロトコル 4：サッカーのトレーニング 

XV. トレーニング時の留意点 

 1. 練習場のシャワー 

(1) フェーズ 2 では、練習場のシャワーは使用しない 

(2) フェーズ 3 以降、感染防止に留意しながら使用する 

• 一つずつ間隔を空けて使用することを原則とする。人数が多

いときは時間をずらして使用することで、人と人の間隔（でき

るだけ 2m、最低 1m）を確保する 

(3) 温水浴、アイスバスなど浴槽を利用する場合は対面とならない

よう、一人ずつもしくは少人数で使用する。社会的な距離（で

⚫ 温水浴は認められることを明

記。参考資料を追加。 

⚫ サウナは留意事項を付記のう

え本改定から容認。 
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ち、顔の粘膜を不用意に触ることがないよう注意する。定期的

に水槽の水を入れ替え、清掃を徹底する。風呂水専用塩素

剤等の使用も検討する 

(4) サウナの使用は禁止する 

きるだけ 2m、最低 1m）を保ち、顔の粘膜を不用意に触るこ

とがないよう注意する。定期的に水槽の水を入れ替え、清掃を

徹底する。風呂水専用塩素剤等の仕様も検討する。 

• 参考：浴場業（公衆浴場）における新型コロナウイルス

感染拡大予防ガイドライン 

 (4) サウナは一人ずつもしくは少人数で使用する。社会的な距離

（できるだけ 2m、最低 1m）を保ち、顔の粘膜を不用意に

触ることがないよう注意する。会話を控え、適切に換気する 

 3  プロトコル 6・7 厳戒態勢、超厳戒態勢ともに 

XXXI. チーム、審判員、及び競技 

4. 更衣室（チーム及び審判） 

(1) 更衣室内でも社会的距離（できるだけ 2m、最低 1m）を

確保する 

• 空いている部屋があれば追加の更衣室として利用する（先発と

控えで分ける等） 

• 追加の更衣室が難しい場合、時間をずらすなどの工夫をする 

(2) 更衣室の滞在時間を、できるだけ減らす（目安：各自 30～

40 分） 

(3) 更衣室内では、必ずマスクを着用する 

(4) タオル、飲水ボトル等を共用しない 

(5) シャワーは、一つずつ間隔を空けて使用することを原則とする。

人数が多いときは時間をずらして使用することで、人と人の間

隔（できるだけ 2m、最低 1m）を確保する 

(6) アイスバスは対面とならないよう、一人ずつもしくは少人数で使

用する。社会的な距離（できるだけ 2m、最低 1m）を保

ち、顔の粘膜を不用意に触ることがないよう注意する。定期的

に水槽の水を入れ替え、清掃を徹底する。風呂水専用塩素

プロトコル 6・7 厳戒態勢、超厳戒態勢ともに 

XXXI. チーム、審判員、及び競技 

4. 更衣室（チーム及び審判） 

(1) 更衣室内でも社会的距離（できるだけ 2m、最低 1m）を

確保する 

• 空いている部屋があれば追加の更衣室として利用する（先

発と控えで分ける等） 

• 追加の更衣室が難しい場合、時間をずらすなどの工夫をする 

(2) 更衣室の滞在時間を、できるだけ減らす（目安：各自 30～

40 分） 

(3) 更衣室内では、必ずマスクを着用する 

(4) タオル、飲水ボトル等を共用しない 

(5) シャワーは、一つずつ間隔を空けて使用することを原則とする。

人数が多いときは時間をずらして使用することで、人と人の間隔

（できるだけ 2m、最低 1m）を確保する 

(6) 温水浴、アイスバスは対面とならないよう、一人ずつもしくは少

人数で使用する。社会的な距離（できるだけ 2m、最低

1m）を保ち、顔の粘膜を不用意に触ることがないよう注意す

る。定期的に水槽の水を入れ替え、清掃を徹底する。風呂水

⚫ 温水浴は認められることを明

記。参考資料を追加。 

⚫ サウナは留意事項を付記のう

え本改定から容認。 

http://www.1010.or.jp/zenyoku/img/zenyoku_guideline.pdf
http://www.1010.or.jp/zenyoku/img/zenyoku_guideline.pdf
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来賓向けの防寒具の貸し出し 

 

剤等の使用も検討する 

(7) サウナの使用は禁止する 

専用塩素剤等の使用も検討する 

• 参考：浴場業（公衆浴場）における新型コロナウイルス感

染拡大予防ガイドライン 

(7) サウナは一人ずつもしくは少人数で使用する。社会的な距離

（できるだけ 2m、最低 1m）を保ち、顔の粘膜を不用意に

触ることがないよう注意する。会話を控え、適切に換気する 

No 現行版 10/20改定 改定ポイント 

 4  XXX. 来賓対応 

厳戒態勢（緩和された制限）  

 4. 貸し出し物 

(1) ブランケット等の貸し出しは行わない 

XXX. 来賓対応 

厳戒態勢（緩和された制限）  

4. 貸し出し物 

(1) ブランケット等の防寒具の貸し出しに関し、以下の点に留意する。 

• 貸し出しする、しないは、クラブが判断する 

• 貸し出し前に洗濯、または消毒する。ウイルスが綿布上で 14 日間、

ビニル上で 28 日間残存することを意識する 

• 同じ防寒衣が複数の方に渡らないよう、十分に留意する 

⚫ ベンチコートの貸し出しに関す

る消毒等の必要措置につい

て、感染症の専門家へ確認

後、追記予定 

 

http://www.1010.or.jp/zenyoku/img/zenyoku_guideline.pdf
http://www.1010.or.jp/zenyoku/img/zenyoku_guideline.pdf

